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河端 茂
（2010年度奨励賞受賞者）ＹＫＫ ＡＰとは

▼ 住宅建材

▼ その他

窓、サッシ、シャッター、雨戸、網戸、面格子、住宅用電
装商品、玄関ドア・引戸、勝手口ドア、浴室出入口、室内
ドア・引戸、室内階段、フローリング、バルコニー、テラ
ス、オーニング、門扉、フェンス、カーポート、外装材、
複層ガラス 等

アルミ形材、建材加工用機械、建材部品 等

ファスナーでおなじみの「ＹＫＫ」のグループ会社で、
建材製品（Architectural Products）を扱っています。

▼ ビル建材
超高層・高層・中層・低層ビル用窓・サッシ・ドア・
カーテンウォール、スチール商品、改装用商品、エン
トランス商品、自動ドア、景観商品 等
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河端 茂
（2010年度奨励賞受賞者）

1995年 2007年 2008年2006年2000年1999年 200９年200２年 2010年

ＹＫＫグループ品質委員会ＹＫＫグループＰＬ委員会（1988年発足）

ＹＫＫ ＡＰ 品質委員会建材分野専門部会 ～ ＹＫＫ ＡＰ ＰＬ委員会

ＹＫＫ ＡＰにおける業務

・ガス湯沸かし器による一酸化炭素中毒事故
・シュレッダーによる幼児指切断事故

・
・

1995.7

ＰＬ法の施行

2007.5

改正消安法の施行

2007.3 経産省
製品安全自主行動計画策定

ガイドライン発行

・製品事故の続発・企業不祥事の続発

・Ｔインターネット事件

・Ｙ乳業食中毒事件

・Ｍ自動車リコール隠し

・
・
・

200９.９

消費者庁発足

2010.6 経産省
リコールハンドブック改訂

リスクアセスメントハンドブック策定

2009年度より現職

2001年 CS管理部会に改組日本サッシ協会 ＰＬ委員会（1995年発足）

（社） 日本サッシ協会に参画

消費者対応･ＰＬ･製品安全･品質をテーマに、社会の動向を踏まえた活動を推進
※ＣＳ管理部会コンセプト

業務内容
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河端 茂
（2010年度奨励賞受賞者）

2010年

2009年

2008年

2007年

2006年

社外社内

活動概要
受講履歴

10月 製品の安全学 （関連講座）

10月 製品の安全学入門
（関連講座）

3月 安全学概論 2 （関連講座）

8月 リスク学特論
化学・生物総合管理の
再教育講座（知の市場）

4月 安全学概論 1・2
（関連講座）

10月 社内にR-Map（リスク評価
ツール）を紹介

6月 リスクアセスメント標準化WG
に参画

8月 コンプライアンス研修テキスト
（ＰＬ法編）作成

9月 ＹＫＫ ＡＰ製品安全セミナー
開催

11月 ＹＫＫ ＡＰ製品安全基本方針
策定

4月 ホームページに消費者への
注意喚起情報掲載

11月 サッシ協会内にてR-Map
（リスク評価ツール）を紹介

4月 サッシ協会リスクアセスメント
ガイドライン検討開始

8月 サッシ協会製品安全自主
行動計画策定

9月・10月・11月 サッシ協会製品
安全セミナー開催

6月 サッシ協会リスクアセスメント
ガイドライン発行

11月 第33回製品安全点検日
セミナーにてサッシ協会
製品安全活動について講演

7月 サッシ協会ホームページに
消費者への注意喚起情報掲載

7月 製品安全対策優良企業表彰
応募

受講履歴と活動概要
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河端 茂
（2010年度奨励賞受賞者）

1995年 2007年 2008年2006年2000年1999年 200９年200２年 2010年

・ガス湯沸かし器による一酸化炭素中毒事故
・シュレッダーによる幼児指切断事故

・

1995.7

ＰＬ法の施行

2007.5

改正消安法の施行

2007.3 経産省
製品安全自主行動計画策定

ガイドライン発行

・製品事故の続発・企業不祥事の続発

・Ｔインターネット事件

・Ｙ乳業食中毒事件

・Ｍ自動車リコール隠し

・
・
・

200９.９

消費者庁発足

2010.6 経産省
リコールハンドブック改訂

リスクアセスメントハンドブック策定

2006年10月 製品の安全学

2007年10月 製品の安全学入門

2008年3月 安全学概論 2

2008年8月 リスク学特論
化学・生物総合管理の
再教育講座（知の市場）

2009年4月 安全学概論

受講の動機

・製品事故の傾向
・事故の防止対策の考え方
・関係法令・制度

※ 安全に対する考え方の変換期

「ＰＬ法対応」から「製品安全」へ
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河端 茂
（2010年度奨励賞受賞者）

事故防止に関してメーカーは大きな責任を負う

・シュレッダーの幼児指切断事故はだれの責任か？

→ 子どもが指を突っ込むことを予見していなっかった事業者の責任

・誤使用事故でも事業者目線の予見では、欠陥となる可能性がある。

→ PL法の「通常予見される使用形態」は消費者目線の予見が必要

「安全」に対しては、 ISO／IECガイド５１が国際標準の考え方になっている

・人間は間違える、機械は故障する、規則を守らせる対応だけでは限界がある。

・安全とは、社会的に許容されるレベルまでリスクは下げること、絶対安全はない。

・最高レベル（STATE OF THE ARTS)の設計、一番大事なことは、実際の使われ方を予見すること。

・リスクは危害の発生確率と危害のひどさの組み合わせ。

・

・

→ リスクアセスメント導入

→ 合理的に予見可能な誤使用を見積もる

→ スリーステップメソッドによる対策

「ＰＬ法対応」から「製品安全」へ・・・安全に対する考え方が変わった

ＹＫＫ ＡＰのみならず、業界の安全設計の考え方を変えていく必要がある

→ 「製品安全の考え方」、「誤使用を考慮した製品開発」、「Ｒ-Ｍａｐによるリスク評価」

→ 業界のリスクアセスメントガイドラインを作成

→ 消費者への注意喚起情報の提供

受講による意識の変化
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Ⅱ．「ＰＬ法対応」から「製品安全」へ

・製品安全の考え方

・誤使用を考慮した製品開発
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河端 茂
（2010年度奨励賞受賞者）

事業者は、「まさかそんな使い方をするとは」

ＮＩＴＥ誤使用事故防止ハンドブックより

【従来】 【現在】

人人 人人物物 物物

環境環境 環境環境

何でも 『人』 のせい
「あなたが悪いから事故になった」

人間の弱さは人間の弱さは 『『商品商品』』側側 でカバーでカバー
「うっかり」 「錯覚」 「勘違い」 「近道心理」

不注意無知 配慮不足配慮不足 商品欠陥商品欠陥

責任

・「責任の所在」から「未然防止」へ

製品安全の考え方

【従来】

安全に配慮しているから欠陥ではない。

今まで誰も事故を起こしていない。

使い方の問題である。

よって、メーカーに責任はない。

未然防止対策の強化

事故が起こると

消費者は、「特別変わった使い方をしたつもり

はない。メーカーはその程度のことは考慮に入

れて作ってもらわないと困る」

企業としてのリスク回避
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河端 茂
（2010年度奨励賞受賞者）

事業者が想定した「使用方法」の範囲

事業者が想定しなかった
「使用方法」の範囲

誤った使用

正しい使用

事業者が考える使用方法

誤った使用

正しい使用

消費者が一般常識で判断する
誤った「使用方法」の範囲

消費者が普通に考える「使用方法」の範囲

消費者が考える使用方法

非常識な使用

予見可能な誤使用

正常使用

・予見可能な誤使用

誤使用を考慮した製品開発

事業者と消費者では、製品に関して有する
知識や情報に、量的にも質的にも歴然とし
た差が存在する場合が多い。

事業者と消費者では、 「正しい使用」と
「誤った使用」の認識に差が生じる。

ＮＩＴＥ誤使用事故防止ハンドブックより
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河端 茂
（2010年度奨励賞受賞者）

正常使用

予見可能な誤使用

非常識な使用

･危険を消費者に知らせる
･消費者教育

･製品で安全を確保

消費者の属性、
環境、使用状況
等により、変動
するもの

消費者

事業者

事業者

事業者

使用上の注意を
知らせる義務

使用上の注意を
守る義務

製品で安全を
確保する義務

製品で安全を
確保する義務

ＰＬ法
「通常予見される使用形態」を考慮

・誤使用の責任主体

誤使用を考慮した製品開発

ＮＩＴＥ誤使用事故防止ハンドブックより

誤使用により発生した事故のすべてを消費者の責任であると安易に判断をしない。

｢正常使用」と「非常識な使用」を除いた部分予見可能な誤使用

事業者だけでなく、一般常識を持つ消費者も不適切な使用であるとするもの非常識な使用

事業者及び消費者のどちらもが「正常使用」と理解する使用正常使用
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河端 茂
（2010年度奨励賞受賞者）

ISO/IEC Guide 51（3．7項）による「許容可能なリスク」

社会における現時点での評価に基づいた状況下で受け入れられるリスク

Ⅰは許容できない領域

Ⅲは広く受容される領域

Ⅱは許容可能となる領域で，

Ⅱa はリスクの低減が極めて困難であるか，

低減効果に比べてかかる費用が著しく

大きい場合にのみ許容

Ⅱb はリスク低減費用がそれによる効果より

大きいときに許容

無視できるリスク

（
許

容
可

能
）
領

域

A
L
A

R
P

Ⅲ

Ⅰ

Ⅱa

Ⅱb

高

リ
ス
ク

低

受入れ不可能なリスク領域

受入れ可能なリスク領域

ALARP (As Low As Reasonably Practicable)

合理的達成可能でできる限り低く、という原則

最新の技術や新しい情報等を取り込む。

（ State of the arts：ステーツ･オブ・ズィ・アーツ）

・ＡＬＡＲＰ（アラープ）の原則

誤使用を考慮した製品開発
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Ⅲ．実務への展開例

・サッシ協会リコールガイドライン見直し

・サッシ協会リスクアセスメントガイドライン作成

・消費者への注意喚起情報提供
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河端 茂
（2010年度奨励賞受賞者）

2009年

2007.5

改正消安法の施行

2008年2007年2006年2002年

2006.1 サッシ協会

「リコールガイドライン」

2002.9 製品安全協会

「リコールハンドブック」

2007.12 経済産業省

「リコールハンドブック」

2009.5 サッシ協会

「リコールガイドライン」

2008.6

リコール社告のJIS

サッシ・ドアの
リコールに関するガイドライン

２００９年改訂版

社団法人 日本サッシ協会

改訂

改訂

2010年

改訂

2010.6 経済産業省

「リコールハンドブック」改訂

サッシ協会リコールガイドライン見直し
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河端 茂
（2010年度奨励賞受賞者）

リコール要否判断の手順（参考例）リコール要否判断の手順（参考例）
：：２００６年版２００６年版

多発性、普遍性
が無い場合は、
リコール対象外

製品特性、販売数
量、事故発生地域、
過去の事故件数
や苦情件数等を
考慮し、リコール
の要否を検討

事故又は苦情の原因調査・結果判明

再発防止策 概略決定

責任範囲

業者責任
製品選択上、施工上、
組立上等、業者に起因

使用者責任
誤使用、維持管理不備、
改造等、使用者に起因

メーカー責任

設計上、製造上
の欠陥又は不良

施工マニュアル
等の記載不備

リ コ ― ル 検 討

死亡や意識不明等
の生命にかかわる
重大事故

発生又は発生が
予測される場合

手足の切断、骨折、
縫合等の重大事故

発生又は発生が
予測される場合

発生又は発生が
予測される場合火災

他の財物の損傷等
の拡大物損事故

発生又は発生が
予測される場合

短期間に集中し
て多数発生又は
発生が予測され
る場合

当該製品の機能不
全によるクレーム

サッシ協会リコールガイドライン見直し

「責任の所在」により

リコールの要否検討
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河端 茂
（2010年度奨励賞受賞者）

事故の質・重大さ
消費者の安全の確保を最優先し、原因究
明と併せて、迅速にリコールの実施等、再
発・拡大防止の是正措置をとる

消費者の安全の確保を最優先し、原因究
明と併せて、適切な方法を選択しながらリ
コールの実施等、再発・拡大防止の是正
措置をとる

事故又は苦情の受付
・事故の発生
・事故発生のおそれ
・法令・基準に不適合

現場確認・原因調査

再発・拡大の
可能性

危険性が高い

可能性がある

軽微

可能性が無い

事故原因の検討

製品欠陥

組立不良

施工不良

誤使用

経年劣化

製品特性、販売数量、事故発生地域、過
去の事故件数や苦情件数等を考慮し、リ
コールの要否を検討すると共に製品、表
示等の改善措置を検討し、被害発生の要
因除去に努める

リコール要否判断リコール要否判断
の手順（参考例）の手順（参考例）

：：２００９年版２００９年版

サッシ協会リコールガイドライン見直し

リコールの要否検討要素を

「事故の質・重大さ」、「再発・

拡大の可能性」に変更
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河端 茂
（2010年度奨励賞受賞者）

躯体内

漏水

屋内漏水
（流れ出し）

屋内漏水

（しぶき）
枠内漏水枠外排水雨水浸入

火災
（建物焼損）

火災
製品発火
製品焼損

製品発煙なし火災

死亡重傷通院加療軽傷なし
人に対す
る危害

致命的重大中程度軽微無傷
定性的な

表現

危害の程度

ⅣⅢⅡⅠ０（件/セット・年）定性的な表現

ＣＣＣＣＣ０
１０－８

以下
考えられない

Ｂ２Ｂ１ＣＣＣ１１０－７～１０－８
まず起こり

えない

Ｂ３Ｂ２Ｂ１ＣＣ２１０－６～１０－７
起こりそうに

ない

Ａ１Ｂ３Ｂ２Ｂ１Ｃ３１０－５～１０－６
時々

発生する

Ａ２Ａ１Ｂ３Ｂ２Ｃ４１０－４～１０－５
しばしば

発生する

Ａ３Ａ２Ａ１Ｂ３Ｃ５

発
生
頻
度

１０－４

以上
頻発する

・Ｒ-Ｍａｐ（リスクマップ）

サッシ協会リスクアセスメントガイドライン作成
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河端 茂
（2010年度奨励賞受賞者）

受け入れられないリスク領域（耐えられない）。
ハザードがもたらす危害の程度やその発生頻度を減少することにより、他のリスク
領域にまでリスクを低減することが求められる。
死亡や重傷あるいは後遺症の生じる障害を発生させる確率が社会的に受け入れられ
ないレベルであり、リスクが低減できない場合は、製品化を断念すべき領域。
市場に製品がある場合は、リコール領域と考えられる。

受け入れられないリスク領域（耐えられない）。
ハザードがもたらす危害の程度やその発生頻度を減少することにより、他のリスク
領域にまでリスクを低減することが求められる。
死亡や重傷あるいは後遺症の生じる障害を発生させる確率が社会的に受け入れられ
ないレベルであり、リスクが低減できない場合は、製品化を断念すべき領域。
市場に製品がある場合は、リコール領域と考えられる。

Ａ領域（Intolerable region）

危険/効用基準あるいはコストを含めて、リスク低減策の実現性を考慮しながらも、
最小限のリスクまで低減すべき領域。

危険/効用基準あるいはコストを含めて、リスク低減策の実現性を考慮しながらも、
最小限のリスクまで低減すべき領域。

Ｂ領域（ALARP region）

Ｃ領域（Broadly acceptable region）

他の受け入れられているハザードから生じるリスクと比較しても、危害の程度や
発生頻度は低いと考えられ、無視できると考えられるリスク領域。
社会的に（幅広く）受入れ可能なリスクレベル ＝ Ｓａｆｅｔｙ領域

他の受け入れられているハザードから生じるリスクと比較しても、危害の程度や
発生頻度は低いと考えられ、無視できると考えられるリスク領域。
社会的に（幅広く）受入れ可能なリスクレベル ＝ Ｓａｆｅｔｙ領域

・Ｒ－Ｍａｐにおける領域

サッシ協会リスクアセスメントガイドライン作成
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河端 茂
（2010年度奨励賞受賞者）

評価

使用
状況
形態

ハ
ザ
ー

ド

予測される危険状態

危害
の

程度
0～Ⅳ

発生
頻度

5

リスク
の

大きさ
A～C

（必要な）
対策

レベル
対策内容

危害
の

程度
0～
Ⅳ

発生
頻度
0～5

リスク
の

大きさ
A～C

（必要
な）
対策

レベル

A1 A 1
ハンドルグリップと枠の間が狭いため、
ハンドルを持って操作すると手が枠にぶ
つかる

Ⅰ 5 B3 ③以上
ハンドル位置を手と枠がぶつからない寸法に設定
する
・クリアランスを３０mm以上設定する・レバーハンド

Ⅰ 1 C

A2 A 1
バックセットが小さいため、ハンドルを
持って操作すると手が枠にぶつかる

Ⅰ 5 B3 ③以上
ハンドル位置を手と枠がぶつからない寸法に設定
する

Ⅰ 1 C

A3 A 2 扉下端にシャープエッジがあり足を切る Ⅱ 5 A1 ②以上 扉エッジ部に保護キャップをつける Ⅰ 5 B3

A4 A 4
ドアクローザ保持部が破損してドアク
ローザが落下する

Ⅱ 5 A1 ②以上
ドアクローザ保持部が破損しても本体から外れな
い構造にする

Ⅱ 1 C

Ⅲ 5 A2 ②以上
適切な強度の吊り金具を採用し外れないようにす
る（試験確認）

Ⅲ 2 B2

Ⅲ 2 B2 ③以上 外れても転倒しないようドアクローザを取り付ける Ⅲ 0 C

B1 B 1
ハンドルグリップと枠の間が狭いため、
ハンドルを持って操作すると手が枠にぶ

Ⅰ 5 B3 ③以上
ハンドル位置を手と枠がぶつからない寸法に設定
する

Ⅰ 1 C

B2 B 1
バックセットが小さいため、ハンドルを
持って操作すると手が枠にぶつかる

Ⅰ 5 B3 ③以上
ハンドル位置を手と枠がぶつからない寸法に設定
する

Ⅰ 1 C

B3 B 1
ドアクローザの調整不良により扉が閉じ
てきて身体にぶつかる

Ⅰ 5 B3 ③以上 取扱説明書に調整方法を明記し施工する Ⅰ 2 C

B4 B 2
扉の戸先と枠の間に手・指を置き、閉じ
てきた扉で挟む

Ⅲ 5 A2
①または
②以上

チリ寸法を１５ミリ以上とる Ⅲ 2 B2

B5 B 4
ドアクローザ保持部が破損してドアク
ローザが落下する

Ⅱ 5 A1 ②以上
ドアクローザ保持部が破損しても本体から外れな
い構造にする

Ⅱ 0 C

Ⅲ 5 A2 ②以上
適切な強度の吊り金具を採用し外れないようにす
る（試験確認）

Ⅲ 2 B2

Ⅲ 2 B2 ③以上 外れても転倒しないようドアクローザを取り付ける Ⅲ 0 C

C1 C 1
開放時、扉が強風に煽られて閉
じてきて身体にぶつかる

Ⅲ 5 A2 ①
バックチェック機構付の設定と取扱説明書
に強風時には扉を閉めることを明記

Ⅱ 3 B2

C2 C 2
開放時、扉が強風に煽られて閉
じてきて身体を挟む

Ⅲ 5 A2 ①
バックチェック機構付の設定とゴム形状を
大きくして緩衝する

Ⅱ 3 B2

B６ B 6
吊り金具の強度不足により扉が外れ転
倒

対策後の評価

記号

リスクファインディング 分析 対策

A5 A 6
吊り金具の強度不足により扉が外れ転
倒

「予想される危険状態」
を具体的に記入する

「危害の程度」を評価し、Ｒ-Ｍａｐで

リスクの大きさがどの領域に
あるか確認する

発生頻度について、裏付けとなる
データがない場合は、初期値は
「５」とする

必要な安全対策レベル
に応じた対策を行う

対策内容を記入する

対策内容によって低下したリスクの
再評価を実施してＣ領域にあれば
そのまま終了となる

Ｃ領域までに達しない場合はその
後に必要な対策レベルを記入する

この作業は意図した使用だけでなく、予見可能な誤使用までを想定し実施する

・R-Mapによる評価（リスクファインディング）

サッシ協会リスクアセスメントガイドライン作成
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河端 茂
（2010年度奨励賞受賞者）

5 C B3 A1 A2 A3 頻発する

4 C B2 B3 A1 A2 しばしば発生する

3 C B1 B2 B3 A1 時々発生する

2 C C B1 B2 B3 起こりそうにない

1 C C C B1 B2 まず起こりえない

0 C C C C C
考えられない

＝0

なし 軽傷 通院加療 重傷、入院治療を要す 死亡

危害の程度

Ⅳ

発
生
頻
度

0 Ⅰ Ⅱ Ⅲ

A1、A2、B1、B2 A4、B6 A5

A3A3´

A3´´

A1´、A2´、B1´、B2´ A4´、B6´

A5´

ハンドル位置を手
と枠がぶつからな
い寸法に設定する

保持部が破
損しても本
体から外れ
ない構造に
する

適切な吊り
金具を採用
する（試験
確認）

扉エッジ部
に保護
キャップをつ
ける

C領域にするため、
施工上の注意喚起
等を行う必要有り

A5´´

吊り金具が破損
してもドアクロー
ザーにより保持

B3、B5

B3´、B5´

B4

B4´

チリ寸法を
15ミリ以上
とる

・R-Mapによる評価

サッシ協会リスクアセスメントガイドライン作成



2011年3月1日 第2回 知の市場年次大会 20

河端 茂
（2010年度奨励賞受賞者）

リスクを低減させる際の優先順位

１．本質安全設計１．本質安全設計

２．保護装置による安全確保２．保護装置による安全確保

３．使用者に対する情報提供による安全確保３．使用者に対する情報提供による安全確保

優
先
順
位

優
先
順
位

・スリーステップメソッド

サッシ協会リスクアセスメントガイドライン作成
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河端 茂
（2010年度奨励賞受賞者）

1995年

1995.7

ＰＬ法の施行

協会としてリスクアセスメント

ガイドライン作成

2008年

2008.8 サッシ協会

製品安全自主行動計画策定

1998年

1998.3 サッシ協会

「安全性評価手法の手引き」

●実務上、具体性に乏しく

運用が進まない

実施ツールの整備

2009年

評
価
ツ
ー
ル
の
見
直
し

サッシ・ドアの
リスクアセスメント
導入ガイドライン

社団法人 日本サッシ協会

2009.６ サッシ協会

「リスクアセスメント導入ガイドライン」

2010年

2010.6 経済産業省

「リスクアセスメントハンドブック」発行

「製品安全の考え方」
「誤使用を考慮した製品開発」
「Ｒ-Ｍａｐによるリスク評価」

サッシ協会リスクアセスメントガイドライン作成
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河端 茂
（2010年度奨励賞受賞者）

・ＹＫＫ ＡＰホームページによる注意喚起

消費者への注意喚起情報の提供
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河端 茂
（2010年度奨励賞受賞者）

具体的な事故例
■品名／型式

■事故の内容

■外観図(写真等)
※．消費者の方へ
の留意していただく事
項

窓手すり(手すりⅠ型)／Ｔ－１８１２－Ｄ

(製品使用期間：約２０年)

幼児(5歳)が､住宅の２階に設置された窓手すりに乗り出したところ､窓手すり

の縦格子が外れ落下して軽傷を負われました。

この窓手すりは､幼児が乗り出したときの荷重で､約20年にわたる使用により

腐食していたﾘﾍﾞｯﾄが破損し､窓手すりの笠木から縦格子が外れ､落下したもの

と推測されます｡特にこの製品を設置した住宅は､塩化物源泉の湯気が上がる温

泉地域にあり、アルミ合金の腐食が促進されたことも一因であったと考えられま

す。

経年劣化による事故とみられ､他に同種事故は発生しておりませんが､安全性

を考慮して､継続的なメンテナンスをお願いいたします。

笠木

リベット リベット

リペツト

縦格子

・ＹＫＫ ＡＰホームページによる注意喚起

消費者への注意喚起情報の提供
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河端 茂
（2010年度奨励賞受賞者）

安全にお使いいただくために

・サッシ協会ホームページによる注意喚起

消費者への注意喚起情報の提供
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河端 茂
（2010年度奨励賞受賞者）

安全にお使いいただくために
～サッシ・ドアを安全にお使いいただくために・・・ご注意のポイント～

サッシやドアは、日常生活の中でなくてはならないものです。また、お子様から大人、お年寄りまで、
誰もが使用するものです。当協会の会員企業では、このことを念頭に、誰が使っても安全で使いやすい製品の提供を
目指していますが、現状はサッシやドアによる事故が発生しています。

消費生活用製品安全法に基づいて報告された事故が、消費者庁やＮＩＴＥ（ナイト：製品評価技術基盤機構）から公表
されていますが、サッシ・ドアによる事故は、原因が製品の不備による事故以外に使用者の不注意によるとされるもの
も少なくありません。

当協会では、平成２０年８月に策定した「製品安全自主行動計画」に則って製品安全活動を進めていますが、その一
環として会員会社で発生した事故を参考にし、類似事故を未然に防止するため、消費者に注意喚起の情報提供を行う
ことにしました。

サッシやドアのご使用の際に、ちょっとした注意を払っていただくと大きな事故を防ぐことができます。ここに掲載した
内容を読んで、ご自身で注意していただくと共に、お子様がいる場合は、お子様が事故に遭わないよう、保護者の方
から注意してあげてください。

かかとにドアの下端が

あたり裂傷を負った

ドアの丁番側の端部

と枠とのすき間で指を

はさみ骨折した

ドアのハンドル側の先端と

枠とのすき間で指をはさみ

骨折した

郵便受けのふたに手を

はさみ裂傷を負った

【ドア】

・サッシ協会ホームページによる注意喚起

消費者への注意喚起情報の提供
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河端 茂
（2010年度奨励賞受賞者）

・サッシ協会ホームページによる注意喚起

消費者への注意喚起情報の提供
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Ⅳ．ＹＫＫ ＡＰの企業姿勢
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河端 茂
（2010年度奨励賞受賞者）

ＹＫＫグループの企業精神と経営理念ＹＫＫグループの企業精神と経営理念

企業精神 経営理念

他人の利益をはからずして
自らの繁栄はない。

「善之巡環」
ファスナー王と呼ばれた先代社長

吉田忠雄の訓え

SOCIETY ACTIVITY

顧 客 商 品

社 会 公 正 技 術

社 員 経 営

YKKは更なるCorporate Value（企業価値）を求めて
次の７つの分野に新たなQuality（質）を追求します。

ＹＫＫ ＡＰの企業姿勢
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河端 茂
（2010年度奨励賞受賞者）

一人ひとりが大切にし、実践する価値観であり、日々の行動である ＝ 価値を生み出す力

コアバリュー

絶えざる「挑戦」を通じた

人づくり

顧客にとって価値ある
「品質」を実現する

モノづくり

「信用・信頼」が結ぶ
社会との長期にわたる強い

関係づくり

企業精神 経営理念

３
つ
の
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
へ
の
思
い

ＹＫＫグループ ３つのコアバリューＹＫＫグループ ３つのコアバリュー

「品質にこだわり続ける」をコアバリューの中心に置き、
お客様にとって価値ある「品質」を実現するモノづくりへ取り組み

ＹＫＫ ＡＰの企業姿勢
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河端 茂
（2010年度奨励賞受賞者）

・ ＹＫＫ ＡＰ 製品安全基本方針について

ＹＫＫグループＹＫＫグループ
品質憲章品質憲章

「製
品
安
全
行
動
指
針
」

ＹＫＫ ＡＰ
製品安全
基本方針【製品安全宣言】

ＹＫＫ ＡＰは、製品の安全確保を最優先

課題として取り組み、お客様に安全・安

心をお届けし、ＹＫＫグループが追求して

いるコアバリューの一つに掲げられた

「品質にこだわり続ける」という価値観を

実践するため、製品安全行動指針を次

のとおり定め、『製品安全』活動を積極

的に推進してまいります。

「製
品
安
全
宣
言
」

１．法令等の遵守
コンプライアンス

２．製品の安全確保
生活者視点での自主安全基準

３．製品安全推進体制の構築
リスク分析によるリスクの低減

４．自主行動計画の策定と実践
製品安全文化の醸成・向上

５．製品事故情報の収集と開示
製品安全情報の収集と開示

６．製品事故発生時の対応
製品事故への迅速で適切な処置

７．製品安全推進体制の監査と
見直し・改善
定期的な監査と方針の見直し

ＹＫＫ ＡＰの企業姿勢



2011年3月1日 第2回 知の市場年次大会

Ⅴ．今後の取り組みについて
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河端 茂
（2010年度奨励賞受賞者）

奨励賞は、「Ｐ・Ｄ・Ｃ・Ａ」の「Ｃ」

ＹＫＫ ＡＰの製品による事故で不幸な人を作らない

製品による事故で被害者やその家族
を不幸にしない

その製品を設計した社員やその社員の
家族が悩んで不幸にならない

取り組みの方向が間違っていなかった

今回の受賞を今後の自己啓発の励みにして、
ＹＫＫ ＡＰおよびサッシ協会の製品安全活動のレベル向上に貢献

今後の取り組みについて

Ｐｌａｎ

Ｄｏ

Ｃｈｅｃｋ

Ａｃｔｉｏｎ

受講したことを活用してきたことに対する評価

更なる向上を目指した
活動につなげる


